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そ
れ
っ
て
し
つ
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？

そ
れ
と
も
体
罰
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し
つ
け
と
体
罰
の
違
い

問 こども家庭センター　☎ 0558-76-8008

子どもが困った行動をする場
合、子ども自身も困っている
ことがあります。「触っちゃダ
メ！」と叱らずに、危ないものに
触れないようにするなどの環境
づくりを心がけましょう。

良い態度や行動を褒めること
は、うれしい気持ちだけでなく
自己肯定感も育みます。具体的
に何が良いのかを褒めて、子ど
もに伝わりやすくしましょう。

元気に、健康に毎日を
過ごして成長する

生きる権利
叩かれたりひどいことを

言われない
叩

守られる権利

自分の意見を言う
話を聞いてもらえる

参加する権利

自分の気持ちや考えを受け止め
てもらえると、子どもの気持ち
が落ち着いたり、大切にされて
いると感じたりします。子ども
と一緒にどうしたら良いかを考
えましょう。

子どもの気持ちや考えに
耳を傾けましょう

保護者の気を引きたい、子ども
なりに考えている、言われてい
ることが理解できないなどさま
ざまな理由があります。
「イヤだ」という気持ちを持つこ
と自体は、いけないことではあ
りません。

「言うことを聞かない」にも
いろいろあります

子どもの状況に応じて
身の回りを整えてみましょう

良いこと、できていることを
具体的に褒めましょう

子どもによって、成長・発達に
差があります。
子ども自身が困っているとき
は、状況に応じた支援が必要な
こともあります。

子どもによって、必要な支援が
異なることもあります
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　体罰などが良くないと分かっていても、いろいろな
状況や理由によって、それが難しいと感じられること
もあります。一方で、安心感や信頼感、温かな関係が心
地よいと感じるのは子どもも大人も一緒です。
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集
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集

叱
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こども家庭
センター職員

　全ての子どもは、愛され、守られながら成長する権利を
持っています。子どものためを思い、「しつけ」のつもりで
したことでも、身体的・精神的な苦痛を与える行為は「体
罰」です。
　また、子育ては親御さんだけで抱え込むものではなく、
地域社会全体で支える必要があります。この特集は、親御
さんだけでなく、全ての皆さんへのメッセージです。

育つ権利
保護者の人から
育てられる

特
集
特
集
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子育てには迷いや不安がつきものです。
今の心の状態をフローチャートで見つめてみましょう。

家族に代わり幼いきょう
だいの世話をしている

障がいや病気のあるきょ
うだいの世話や見守りを
している

障がいや病気のある家族
の身の回りの世話をして
いる

家計を支えるために労働
をして、障がいや病気のあ
る家族を助けている

ケアの例

　ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想
定されている家事や家族の世話（ケア）など
を日常的に行っている子ども・若者のことで
す。勉強や部活に励む時間、友人との他愛ない
時間などの「子どもの時間」と引き換えに、家
事や家族の世話をしていることがあります。

出典：こども家庭庁HP

無視や話を聞かない
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・
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「役立たず」など
ひどい言葉を言ってしまう
生まれたことを否定してしまう
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　このように思った人もいるかもしれません。
しかし、中には年齢や成長段階に見合わない負
担や責任を子どもが負っていることも。ケアの
内容が「お手伝い」なのか「重い負担」なのかを
線引きすることは、とても難しいことです。

お手伝いと何が違うの？

ヤングケアラーのこと
もっと知りたい

マンガで紹介
しています

▲県HP

こども家庭センター 児童相談所
虐待対応ダイヤル

児童相談所
相談専用ダイヤル

妊娠や出産、子育て、子どもに関する悩みや不安の
相談窓口です。家庭児童相談員が、面接相談・電話
相談に応じ、匿名での相談もできます。
相談に関する秘密は厳守します。

（大仁庁舎1階）

☎ 0120-☎ 0558-76-8008（平日8：30 ～17：15）
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※24 時間対応・通話料無料※24 時間対応・通話料無料
※ 最寄りの児童相談所につな
がります

※ 最寄りの児童相談所につな
がります

ヤングケアラーかも

子どもに断れない状況を強いている
子どもの日常生活に支障が出ている

家族に代わり幼いきょう
だいの世話をしている

障がいや病気のあるきょ
うだいの世話や見守りを
している

家計
をし
る家

ーかももヤヤングググググケケアラー

を強いている子どもに断れない状況をを
障が出ている子どもの日常生活に支障障

相談
したい…
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